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も
や
ろ
う
と
し
な
く
な
っ
た
」

「
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
け
ど
、ど
う

し
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
」「
病

院
に
連
れ
て
行
き
た
い
け
ど
、本

人
が
行
き
た
く
な
い
と
言
っ
て
い

る
」「
同
じ
こ
と
を
何
度
も
繰
り
返

し
話
す
よ
う
に
な
っ
た
」な
ど
、気

に
な
る
こ
と
や
困
っ
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、ご
相
談
く

だ
さ
い
。精
神
科
医
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。事
前
に
予
約
が
必
要
で

す
の
で
、各
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

１
月
25
日（
金
）午
後
１
時

30
分
〜

市
役
所
南
方
庁
舎（
１
階

相
談
室
）

▼
迫
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
２
０（
２
２
）１
１
５
２

円
▼
発
効
日
＝
平
成
30
年
12
月
20

日

宮
城
労
働
局
賃
金

室☎
０
２
２（
２
９
９
）８
８
４
１

　

Ｂ
型
肝
炎
被
害
対
策
東
北
弁
護

団
が
、Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
の
電
話
相

談
を
実
施
し
ま
す
。

１
月
21
日（
月
）午
前
10
時

〜
午
後
７
時

Ｂ
型
肝
炎
患
者
ま
た
は
そ

の
家
族

☎
０
２
２（
７
２
１
）１
０
９
１

☎
０
２
２（
７
２
１
）１
０
９
２

無
料（
通
話
料
は
自
己

負
担
）

Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
東

北
弁
護
団
事
務
局（
小
野
寺
友と

も

宏ひ
ろ

法
律
事
務
所
）

☎
０
１
２
０（
７
６
）０
１
５
２

　

法
定
相
続
情
報
証
明
制
度
は
、

登
記
所（
法
務
局
）の
登
記
官
が
、

法
定
相
続
人
を
証
明
す
る
も
の
で

す
。複
数
の
相
続
手
続
き
が
同
時

に
進
め
ら
れ
、何
度
も
戸
籍
謄
本

な
ど
を
取
得
す
る
必
要
が
な
く
な

り
、手
数
料
も
無
料
。と
て
も
便
利

で
お
得
で
す
の
で
、活
用
く
だ
さ

い
。

仙
台
法
務
局
登
米

支
局

☎
０
２
２
０（
５
２
）２
０
７
０

　

相
続
し
た
土
地
や
建
物
な
ど
の

不
動
産
は
、不
動
産
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
法
務
局
へ
相
続
登
記
の

申
請
が
必
要
で
す
。

　

長
い
間
、相
続
登
記
を
し
な
い

ま
ま
で
い
る
と
、手
続
き
が
難
し

く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま

▼
中
田
・
石
越
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

☎
０
２
２
０（
３
４
）７
６
１
１

▼
石
越
分
室

☎
０
２
２
８（
３
４
）４
１
５
１

▼
東
和
・
登
米
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

☎
０
２
２
０（
５
３
）４
８
１
１

▼
登
米
分
室

☎
０
２
２
０（
５
２
）５
０
９
０

▼
米
山
・
南
方
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

☎
０
２
２
０（
２
９
）５
８
２
１

▼
南
方
分
室

☎
０
２
２
０（
５
８
）４
３
１
１

▼
津
山
・
豊
里
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー

☎
０
２
２
５（
６
８
）３
７
８
０

▼
豊
里
分
室

☎
０
２
２
５（
７
６
）４
８
１
１

す
。ま
た
、災
害
復
旧
な
ど
の
緊
急

性
の
あ
る
公
共
事
業
が
遅
れ
る
こ

と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。ト
ラ
ブ

ル
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に
も
、早

め
に
相
続
登
記
を
し
ま
し
ょ
う
。

▼
宮
城
県
司
法
書
士
会
／
無
料
電

話
相
談
＝
月
〜
金
曜
日（
祝
日
を

除
く
）午
後
１
時
〜
８
時

☎
０
２
２（
２
２
１
）６
８
７
０

０
１
２
０（
２
１
６
）８
７
０

▼
仙
台
法
務
局
登
米
支
局（
登
記

相
談
は
要
予
約
）

☎
０
２
２
０（
５
２
）２
０
７
０

　

高
齢
者
で「
最
近
物
忘
れ
が
多

く
な
っ
た
」「
元
気
が
な
く
、何

　

豊
里
大
橋
橋き

ょ
う

梁り
ょ
う

耐
震
補
強
工

事
に
伴
い
、平
成
31
年
１
月
中
旬

か
ら
約
２
年
間
の
予
定
で
、左
記

区
間
が
終
日
片
側
交
互
通
行
と
な

り
ま
す
。通
過
に
は
時
間
が
か
か

り
ま
す
の
で
、お
急
ぎ
の
場
合
は
、

三
陸
道
な
ど
の
ま
わ
り
道
の
ご
利

用
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
幅
員
２
・
５
㍍
を
超
え
る
大
型

特
車
は
通
行
で
き
ま
せ
ん

東
部
土
木
事
務
所

登
米
地
域
事
務
所（
道
路
管
理
班
）

☎
０
２
２
０（
２
２
）２
７
１
６

　

市
は
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

の
ア
プ
リ
を
使
用
し
て
、道
路
の

損
傷
な
ど
、不
具
合
箇
所
の
位
置

や
現
場
の
状
況
を
い
つ
で
も
通
報

で
き
る「
市
民
通
報
シ
ス
テ
ム
」を

導
入
し
て
い
ま
す
。

■▼
専
用
ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
・

ユ
ー
ザ
ー
登
録
＝
❶
Ａ
ｎ
ｄ
ｒ
ｏ

ｉ
ｄ
端
末
は
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ 

Ｐ

ｌ
ａ
ｙ
ス
ト
ア
、ｉ
Ｐ
ｈ
ｏ
ｎ
ｅ

端
末
は
Ａ
ｐ
ｐ 

Ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｅ
か

ら
「
Ｆ
ｉ
ｘ 

Ｍ
ｙ 

Ｓ
ｔ
ｒ
ｅ
ｅ

ｔ
」で
検
索
し
、ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
❷
ア
プ
リ
を
起
動
し
て

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
や
氏
名
な
ど
の

必
要
事
項
を
入
力
し
、ユ
ー
ザ
ー

登
録

▼
投
稿
方
法
＝
❶
道
路
で
不
具
合

を
発
見
し
た
ら
ア
プ
リ
を
起
動
❷

不
具
合
の
あ
る
箇
所
の
写
真
を
撮

り
、コ
メ
ン
ト
を
入
力
し
て
送
信

※
ア
プ
リ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
や
投

稿
な
ど
に
か
か
る
通
信
料
は
、利

用
者
の
負
担
と
な
り
ま
す

※
市
で
投
稿
内
容
を
確
認
の
上
、

対
応
し
た
内
容
や
状
況
を
随
時
更

新
し
ま
す
の
で
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
な
ど
で
手
軽
に
対
応
状
況
を
確

認
で
き
ま
す

▼
道
路
の
穴
や
倒
木
な
ど
、緊
急

を
要
す
る
場
合
は
、今
ま
で
と
同

様
、各
総
合
支
所
ま
た
は
建
設
部

土
木
管
理
課
ま
で
電
話
で
ご
連
絡

く
だ
さ
い

▼
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
関
す
る
も
の

（平成30年11月末現在）

地区 世帯数
人口（人）

男 女 計（前月比）

迫 7,625 10,035 10,591 20,626 （19）

登米 1,805 2,317 2,513 4,830 （▲13）

東和 2,363 3,117 3,267 6,384 （▲10）

中田 5,114 7,640 8,009 15,649 （▲21）

豊里 2,142 3,262 3,328 6,590 （▲14）

米山 2,814 4,463 4,626 9,089 （0）

石越 1,581 2,419 2,443 4,862 （▲16）

南方 2,697 4,235 4,400 8,635 （▲6）

津山 1,157 1,563 1,702 3,265 （▲13）

合計 27,298 39,051 40,879 79,930 （▲74）

※上記人口・世帯数には外国人住民も含まれています

　冬道の走行は、積雪、凍結などによる滑走事故が多発しま
す。「冬道の安全運転１・２・３運動（１割のスピードダウン、
２倍の車間距離、３分早めの出発）」を実践し交通事故防止
に努めましょう。

（平成30年11月末現在）※佐沼・登米警察署調べ
H30 H29 増減数

人身事故
発生件数 167件 174件 ▲7件

死者数 4人 2人 2人

負傷者数 213人 226人 ▲13人

物損事故
発生件数 1,392件 1,423件 ▲31件

※平成30年１月からの延べ件数（前年同時期と比較）

市内放射線の測定結果

測定地点 測定結果 天気
消防署 0.05 曇り
消防署北出張所（石越） 0.04 曇り
消防署東出張所（東和） 0.04 曇り
消防署津山出張所 0.05 曇り
消防署南出張所（豊里） 0.04 晴れ
消防署西出張所（南方） 0.04 曇り

忘れずに納めましょう
納税は便利な口座振替で

や
内
容
が
不
適
切
と
判
断
し
た
も

の
な
ど
は
、市
で
修
正
・
削
除
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す

▼
道
路
に
関
す
る
不
具
合
が
対
象

の
た
め
、そ
れ
以
外
の
整
備
要
望

に
は
対
応
で
き
ま
せ
ん

建
設
部
土
木
管
理

課（
道
路
河
川
管
理
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
３
６
５

　

県
内
の
事
業
場
で
働
く
全
て
の

労
働
者（
臨
時
、パ
ー
ト
、ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
を
含
む
）に
適
用
さ
れ

る
最
低
賃
金
が
、改
正
さ
れ
ま
し

た
。次
の
３
業
種
に
該
当
す
る
事

業
場
で
働
く
労
働
者
に
は
、特
定

（
産
業
別
）最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ

ま
す
。

▼
時
間
額
＝

７
９
８
円
▼
発
効
日
＝
平
成
30
年

10
月
１
日

❶
鉄
鋼
業
▼
時

間
額
＝
８
９
８
円
❷
電
子
部
品･

デ
バ
イ
ス･

電
子
回
路
、電
気
機

械
器
具
、情
報
通
信
機
械
器
具
製

造
業
▼
時
間
額
＝
８
４
１
円
❸
自

動
車
小
売
業
▼
時
間
額
＝
８
６
５

福
祉
事
務
所
長
寿

介
護
課（
長
寿
社
会
係
）

☎
０
２
２
０（
５
８
）５
５
５
１

　

信
用
保
証
協
会
は
、中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者
の
皆
さ
ん
が
、事

業
に
必
要
な
資
金
を
金
融
機
関
か

ら
借
り
る
と
き
に
保
証
人
に
な

り
、お
金
を
借
り
や
す
く
な
る
よ

う
に
支
援
す
る
公
的
機
関
で
す
。

　

中
小
企
業
支
援
機
構
、法
務
・
会

計
・
財
務
な
ど
の
専
門
家
、地
方
公

共
団
体
と
連
携
し
、企
業
経
営
に

お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
の
解
決

に
向
け
、経
営
支
援
を
し
て
い
ま

す
。

中
小
企
業
・
小
規
模
事
業

☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎ ☎

を
営
ん
で
い
る
、ま
た
は
こ
れ
か

ら
営
む
人

宮
城
県
信
用
保
証

協
会
大
崎
支
店（
大
崎
市
古
川
東

町
５
―
46
）

☎
０
２
２
９（
２
２
）０
７
２
２

１
月
25
日（
金
）午
後
１
時

15
分
〜
４
時
15
分

迫
に
ぎ
わ
い
セ
ン
タ
ー

柳
渕
勝し

ょ
う

一い
ち（

司
法
書
士
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
３
０
８

無
料（
要
電
話
予
約
）

産
業
経
済
部
商
業

観
光
課（
商
業
振
興
係
）

☎
０
２
２
０（
３
４
）２
７
３
４

☎


